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第 ８ 号 

   熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

   熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例（平成１１年熊本県条例第５８

号）の一部を次のように改正する。 

別表第４号事務の欄中「（昭和２９年法律第１９９号）」を「（昭和２９年法律第１１

９号）」に、「第２９号」を「第３０号」に改め、同表第１３号事務の欄中「第６０号」

を「第６２号」に改め、同表第１６号事務の欄( 6 )中「(13)」を「(14)」に改め、同欄(1 

0)中「(13)」を「(14)」に改め、同欄(13)中「(12)」を「(13)」に改め、同欄中(13)を(1 

4)とし、(12)を(13)とし、(11)の次に次のように加える。 

 (12) 法第５１条第３項の規定による違反転用者等に係る公表に関する事務（(11)に掲

げる事務に係るものに限る。） 

別表第１６号市町村等の欄中「熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、天 

草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市」を「各市」に改め、 

同表第２２号事務の欄(4)中「昭和２４年法律第１８１号。」を削り、同表第４５号市町

村等の欄中「八代市」の次に「、荒尾市」を加える。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表第４号事務の欄、第１３

号事務の欄、第１６号市町村等の欄及び第２２号事務の欄の改正規定は、公布の日から

施行する。 

２ この条例の施行の際この条例による改正後の熊本県知事の権限に属する事務処理の特

例に関する条例（以下「新条例」という。）別表事務の欄に掲げる事務に係るそれぞれ

の法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により知事がした処分その他の行為

で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に

法令等の規定により知事に対してされた申請その他の行為（いずれも施行日以後におい

て新条例別表市町村等の欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務

に係るものに限る。）は、施行日以後においては、当該市町村の長のした処分その他の

行為又は当該市町村の長に対してされた申請その他の行為とみなす。 

 （提案理由） 
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 熊本県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとしたこと等に伴い、関

係規定を整備する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 ９ 号 

   熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県手数料条例の一部を改正する条例 

熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第９３号の２中「若しくは政治資金監査報告書」を「、政治資金監査報告

書若しくは確認書」に改め、同項第６１６号の２の次に次の１号を加える。 

(616)の３ 政党助成法（平成６年法律第５号）第３２条第５項の規定に基づく支部報 

告書、支部総括文書又は監査意見書（以下「支部報告書等」という。）の写しの交付 

支部報告書等の写しの交付手数料 別表第２５の２に掲げる区分に応じた額 

別表第７の２スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をコンパクトディスクに複写

したものの交付の項区分の欄中「コンパクトディスク」を「光ディスク（日本産業規格Ｘ

０６０６及びＸ６２８１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスクの再生装置で再

生することが可能なものに限る。以下この項において同じ。）」に改め、同項金額の欄中

「コンパクトディスク」を「光ディスク」に改め、同表に次のように加える。 

スキャナにより読み取ってできた電 光ディスク１枚につき１２０円に当該少額領収 

磁的記録を光ディスク（日本産業規 書等の写し又は収支報告書等の用紙１枚ごとに 

格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ １０円を加えた額 

ミリメートルの光ディスクの再生装 

置で再生することが可能なものに限 

る。以下この項において同じ。）に 

複写したものの交付 

別表第２５の次に次の１表を加える。 

別表第２５の２（第２条第１項第６１６号の３関係） 

区分                 金額 

複写機により用紙に複写したものの 用紙１枚につき１０円 

交付 

スキャナにより読み取ってできた電 光ディスク１枚につき１００円に当該支部報告 

磁的記録を光ディスク（日本産業規 書等の用紙１枚ごとに１０円を加えた額 

格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合  

する直径１２０ミリメートルの光デ 

ィスクの再生装置で再生することが 
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可能なものに限る。以下この項にお 

いて同じ。）に複写したものの交付 

スキャナにより読み取ってできた電 光ディスク１枚につき１２０円に当該支部報告 

磁的記録を光ディスク（日本産業規 書等の用紙１枚ごとに１０円を加えた額 

格Ｘ６２４１に適合する直径１２０  

ミリメートルの光ディスクの再生装 

置で再生することが可能なものに限 

る。以下この項において同じ。）に 

複写したものの交付 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、令和９年１月

１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 政治資金規正法の一部を改正する法律（令和６年法律第６４号）附則第５条第４項の

場合におけるこの条例による改正後の熊本県手数料条例第２条第 1 項第９３号の２の規

定の適用については、同号中「収支報告書、」とあるのは「収支報告書、住所限定報告

書（政治資金規正法の一部を改正する法律（令和６年法律第６４号）附則第５条第４項

の規定により政治資金規正法第１２条第１項又は第１７条第１項の規定による報告書に

併せて提出された書面をいう。）、」とする。 

（熊本県収入証紙条例の一部改正） 

３ 熊本県収入証紙条例（昭和３９年熊本県条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１手数料の項中第５６１号の３を第５６１号の４とし、第５６１号の２を第５

６１号の３とし、第５６１号の次に次の１号を加える。 

  5 6 1の２ 支部報告書等の写しの交付手数料 

 （提案理由） 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）等の一部改正等に伴い、手数料の規定を

整備する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 １０ 号 

   熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ 

く個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう 

に制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例 

 熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ 

く個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例（平成２７年熊本県条例第５７号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１中３の項及び４の項を削り、５の項を３の項とし、６の項を削り、７の項を４

の項とし、８の項を５の項とし、９の項を６の項とし、１０の項を削り、１１の項を７の

項とし、１２の項から１４の項までを４項ずつ繰り上げる。 

別表第２中１０の項を削る。 

別表第３中２の項を削り、３の項を２の項とし、４の項を３の項とする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

（提案理由） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）の一部改正に伴い、関係規定を整理する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 １１ 号 

   熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例を次の

ように制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例 

 （熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年熊本県条例 

第７５号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第２項前段中「左欄に掲げる健康診断」の次に「又は健康診査（母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表

において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）」を加え、「当該健

康診断」を「当該健康診断等」に改め、同項後段中「健康診断」を「健康診断等」に改

め、同項の表に次のように加える。 

  乳幼児に対する健康診査      入所した乳幼児に対する入所時の健康診断、 

                   定期の健康診断又は臨時の健康診断 

（熊本県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第２条 熊本県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平

成２４年熊本県条例第８２号）の一部を次のように改正する。 

第３４条第２項前段中「左欄に掲げる健康診断」の次に「又は健康診査（母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表

において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）」を加え、「当該健

康診断」を「当該健康診断等」に改め、同項後段中「健康診断」を「健康診断等」に改

め、同項の表に次のように加える。 

 乳児又は幼児（第４１条第４項におい 通所する障害児に対する通所開始時の健康 

 て「乳幼児」という。）に対する健康 診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断 

 診査                   

（熊本県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第３条 熊本県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成

２４年熊本県条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

第６条第５項第３号中「幼児（」の次に「第２８条第２項の表、」を加える。 

第２８条第２項前段中「左欄に掲げる健康診断」の次に「又は健康診査（母子保健法
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（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表

において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）」を加え、「当該健

康診断」を「当該健康診断等」に改め、同項後段中「健康診断」を「健康診断等」に改

め、同項の表に次のように加える。 

  乳幼児に対する健康診査      入所した障害児に対する入所時の健康診断、 

                   定期の健康診断又は臨時の健康診断 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）等の一部改

正に伴い、関係規定を整備する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 １２ 号 

   熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例を次の

ように制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例 

（熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び熊本県一時保護施設の設

備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 次に掲げる条例の規定中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」 

に改める。 

( 1 ) 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年熊本県条例 

第７５号）第１０条 

( 2 ) 熊本県一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年熊本県条例第 

１３号）第１３条 

（熊本県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第２条 熊本県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成

２４年熊本県条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

 第４２条第１項中「法第３３条の１０各号」を「、法第３３条の１０第１項各号」に

改める。 

（熊本県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第３条 熊本県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年

熊本県条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の次に次の１条を加える。 

（虐待等の禁止） 

第３条の２ 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、法第２７条の２第１項各

号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第５条第３項中「第１５条の２第１項」を「第１５条第１項」に改める。 

第１５条を削り、第１５条の２を第１５条とする。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）等の一部改正に伴い、関係規定を整理する必
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要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 １３ 号 

   熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び熊本県一時保護施設の

設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び熊本県一時保護施設の設備

及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び熊本県一時保護施設の

設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 （熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年熊本県条例

第７５号）の一部を次のように改正する。 

第２７条第５項中「、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者」を削る。 

第２９条第１項第２号の次に次の１号を加える。 

( 2 )の２ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第５条の２の８に規 

定するこども家庭ソーシャルワーカー（以下「こども家庭ソーシャルワーカー」と 

いう。）の資格を有する者 

第２９条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改める。 

第３７条第１項第２号の次に次の１号を加える。 

( 2 )の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

第３７条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改める。 

第３８条第４号の次に次の１号を加える。 

( 4 )の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

第５９条第３項中「、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者」を削る。 

第６０条第１項第２号の次に次の１号を加える。 

( 2 )の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

第６０条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改める。 

第６１条第３号の次に次の１号を加える。 

( 3 )の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

第９７条第６項中「、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者」を削る。 

第９８条第１項第２号の次に次の１号を加える。 

( 2 )の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

第９８条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改める。 

第１０５条第３項中「、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者」を削
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る。 

第１０６条第１項第２号の次に次の１号を加える。 

( 2 )の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

第１０６条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改める。 

第１０７条第２号の次に次の２号を加える。 

( 2 )の２ 精神保健福祉士の資格を有する者 

( 2 )の３ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

第１０８条第２号の次に次の２号を加える。 

( 2 )の２ 精神保健福祉士の資格を有する者 

( 2 )の３ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

（熊本県一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例） 

第２条 熊本県一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年熊本県条例第

１３号）の一部を次のように改正する。 

第２１条第３号の次に次の１号を加える。 

( 3 )の２ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第５条の２の８に規 

定するこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

   附 則 

この条例は、令和８年３月１日から施行する。 

 （提案理由） 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）及び一時保

護施設の設備及び運営に関する基準（令和６年内閣府令第２７号）の一部改正に伴い、関

係規定を整備する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 １４ 号 

障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例等の一部を改正する条例の制定

について 

 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例等の一部を改正する条例を次のよう

に制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例等の一部を改正する条例 

（障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例の一部改正） 

第１条 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例（平成２３年熊本県条例第３

２号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２号中「同条第１８項」を「同条第１９項」に、「同条第１７項」を「同条

第１８項」に改める。 

（熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第２条 熊本県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年熊本県条例第７６号）の一部を次のように改正する。 

第１６１条の９中「第４２条まで」の次に「、第４３条の２」を加える。 

第２０９条第１項中「第１５９条の４」の次に「、第１６１条の９」を加える。 

（熊本県障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第３条 熊本県障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年熊

本県条例第７８号）の一部を次のように改正する。 

第６０条の８中「第３２条の２」を「第３２条の３」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）等の一部改正を踏まえ、関係規定を整備する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 １５ 号 

   熊本県漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

熊本県漁港管理条例の一部を改正する条例 

熊本県漁港管理条例（昭和３７年熊本県条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「掘さく」を「掘削」に改める。 

第１１条の２第２号中「き損」を「毀損」に改める。 

第１５条第４項ただし書中「責」を「責め」に改める。 

別表第１使用料の項中「５円１７銭」を「５円６１銭」に、「１，３３１円」を「１，

４５２円」に、「２，０１３円」を「２，２００円」に、「３，０１４円」を「３，３０

０円」に、「２３１円」を「２５３円」に、「１１０円」を「１２１円」に、「２円４２

銭」を「２円６４銭」に、「９１，４７１円」を「１００，１００円」に、「２２円７７

銭」を「２４円９７銭」に改め、同表占用料の項中「６８０円」を「７４０円」に、「９

７０円」を「１，０６０円」に、「１００円」を「１１０円」に、「１９０円」を「２１

０円」に改める。 

別表第２占用料の項中「８５円」を「９０円」に、「１６５円」を「１７５円」に、「 

３４０円」を「３６０円」に、「５５円」を「６０円」に、「６０円」を「６５円」に、

「９円」を「１０円」に、「８０円」を「８５円」に、「１４０円」を「１５０円」に、

「７３５円」を「７７５円」に、「４４０円」を「４６５円」に、「１，７７０円」を「 

１，８７０円」に、「１，０６５円」を「１，１２５円」に、「１３５円」を「１４５円」 

に、「１，３１５円」を「１，３９０円」に、「９５円」を「１００円」に、「９０円」

を「９５円」に改める。  

附則第３項を削る。 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第４条第１項、第１１条の２

第２号及び第１５条第４項ただし書の改正規定並びに附則第３項を削る改正規定は、公

布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に

係る使用料又は占用料について適用し、同日前の使用又は占用に係る使用料又は占用料

については、なお従前の例による。 

 （提案理由） 

漁港の施設及び設備使用料等の算定に係る経費単価の見直し等に伴い、使用料及び占用
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料の額を改定する等の必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 １６ 号 

   熊本県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 熊本県道路占用料徴収条例（昭和４３年熊本県条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

 別表令第７条第１４号に掲げる施設の項中「第７条第１４号」の次に「及び第１５号」

を加える。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、

同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。 

 （提案理由） 

 道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）等の一部改正を踏まえ、道路を占用する場

合の占用料の額の規定を整備する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 １７ 号 

   熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例 

熊本県港湾管理条例（昭和４１年熊本県条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条（見出しを含む。）中「けい留」を「係留」に改める。 

 第１４条中「き損」を「毀損」に改める。 

      「        円銭   「        円銭 

               ２５３」          ２７５」 

                             「        ５１ 

                                  １，３３１０ 

                                  ２，０１３０ 

                                  ３，０１４０ 

７  「        ５６１ 

０       １，４５２００ 

０       ２，２００００              

０」      ３，３００００」 

          「    ５，０３８００  「    ５，５１１００ 

                 ４６２００         ５０６００     

を「１円５４銭」に、     ２，０００００ を     ２，１８９００ に、 

                  ７７００          ８４２６ 

                   ９９０」         １０７８」 

       ７７００  「       ８８００   

        ３９６」          ４２９」 

「        ３９６  「        ４２９  

                ２４２」          ２６４」  

           「   １０，４５０００  「   １１，４４０００ 

円」を「７８１円」に、    ２２，０００００ を    ２４，０７９００ に、 

                ２，７５０００」      ３，０１４００」 

「    ９，９００００  「   １０，８３５００ 

        １１７７          １２８７          

       ２９００          ３１６８ 

別表第１中 を に、「２円５３ 

銭」を「２円７５銭」に、「１円２１銭」を「１円３２銭」に、 

を に、「５円５０銭」を「６円５銭」に、「１円３８銭」 

を に、「１７円６０銭」を「１９ 

円２５銭」に、 を に、「７１５ 

「 
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       １２５４          １３７５ 

        ６８２           ７４８ 

        １１７７          １２８７ 

       ３４１００         ３７４００ 

       ７９２００         ８６９００ 

    １１，０００００      １２，０３４００  

       ７１５００         ７８１００ 

     １，２１０００       １，３２０００ 

     １，６８３００ を     １，８３７００ に、「１，１６６円」を「１， 

       ８８０００         ９６８００  

     １，４６３００       １，６０６００ 

     ２，０４６００       ２，２４４００ 

       ７１５００         ７８１００ 

       ７１５００         ７８１００ 

       ９６８００       １，０５６００ 

       ２８６００         ３０８００ 

       ３５２００         ３８５００ 

        ７７００          ８４２６ 

         ９９０          １０７８ 

      ３５２００」        ３８５００」   

「      ８９１００  「      ９７９００ 

            ２，０７９００       ２，２７７００          

              ９９０００       １，０７８００ 

               ６２３４」         ６７８４」 

    ８８９２  「       ９７１６    

     ９１６ を        １００９ に、「      ６８０００」を「 

    １７４２」         １９２５」 

              「      ９７０００  「    １，０６０００ 

      ７４０００」に、       １００００ を       １１０００ 

                     １９０００」        ２１０００」 

  「   ８８，４４０００  「   ９６，７７８００ 

に、   １２１，４４０００ を   １３２，８９１００ に、「１４５，７２８円」 

     １４５，７２８００」    １５９，４６７００」 

                                「    ２，２ 

「    

     

     

を に、 ２７６円」に、 
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                                   １２１，４ 

                                   １５４，４ 

                                     １，６ 

００００  「    ２，４０９００ 

４０００     １３２，８９１００      

４０００     １６９，００４００ 

５０００」      １，８０４００」 

      「    円銭   「    円銭 

          ８５００      ９０００ 

         １６５００     １７５００ 

         ３４０００     ３６０００ 

          ５５００      ６０００ 

          ６０００      ６５００ 

          ６０００      ６５００ 

          ８０００      ８５００ 

         １４０００     １５０００ 

 別表第３中   ７３５００ を   ７７５００ に改める。 

         ４４０００     ４６５００ 

       １，７７０００   １，８７０００ 

       １，０６５００   １，１２５００ 

         １３５００     １４５００ 

         ４００００     ４２５００ 

       １，３１５００   １，３９０００ 

          ９５００     １００００ 

         １６５００     １７５００ 

          ９０００」     ９５００」 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第４条（見出しを含む。）及

び第１４条の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第３の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に

係る使用料又は占用料について適用し、同日前の使用又は占用に係る使用料又は占用料

については、なお従前の例による。 

 （提案理由） 

港湾の施設及び設備使用料等の算定に係る経費単価の見直し等に伴い、使用料及び占用

を に改める。 

を「１５９，４６７円」に、「４，６２０円」を「５，０６０円」に、 
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料の額を改定する等の必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 １８ 号 

   熊本県地方港湾審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県地方港湾審議会条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

熊本県地方港湾審議会条例の一部を改正する条例 

熊本県地方港湾審議会条例（昭和４９年熊本県条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１項中「第３条の３第３項（同条第１１項において準用する場合を含む。）」

を「第３条の３第５項」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

港湾法（昭和２５年法律第２１８号）の一部改正に伴い、関係規定を整理する必要があ

る。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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第 １９ 号 

   財産の取得について 

 財産を次のように取得することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

熊本県知事 木 村 敬    

（提案理由） 

 八代港加賀島地区の国の港湾工事によって生じた土地を八代港臨海用地とするため、港

湾法（昭和２５年法律第２１８号）第５３条の規定により港湾管理者である県が取得する

必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

取得する財産の表示 
取得の相手方 取得の目的 取得の予定価格 

区分 所 在 地 面  積 

土地 八代市港町

３０８番１ 

194,275.79

平方メート

ル 

国土交通省 

 

八代港臨海

用地 

498,813,788 円 
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第 ２０ 号 

令和７年度災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の経費に対する町負担金（地方財政

法関係）について 

令和７年度において熊本県が施行する災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業について、当

該事業に要する経費のうち町が負担すべき金額（地方財政法関係）を次のとおり定めるこ

ととする。 

令和７年１１月２８日提出 

熊本県知事 木 村 敬 

事    業    名 負担すべき金額 

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業（人家の被

害が半壊以上のうち大規模斜面以外の一般） 

工事費の１０分の１に相当する

金額 

（提案理由） 

令和７年度において熊本県が施行する災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業に要する経費

の一部を町に負担させるため、地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第２７条第２項

の規定により議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２１ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和元年１１月熊本県議会定例会において議決された大切畑地区県営農地等災害復旧事

業第１号工事請負契約のうち、契約金額「１２，０９９，８４８，５６７円」を「１３，

５６５，５４９，６５７円」に変更することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

熊本県知事 木 村 敬    

 （提案理由） 

 工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２２ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和４年１２月熊本県議会定例会において議決された松原地区農村地域防災減災事業

（湛防）第７号工事他合併請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和８年２月

２７日まで」を「契約締結の日の翌日から令和８年３月３１日まで」に、契約金額「１，

４７９，２９９，７８７円」を「１，７４５，９０７，９０６円」に変更することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

 （提案理由） 

 工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２３ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和６年１１月熊本県議会定例会において議決された松原地区農村地域防災減災事業

（湛防）第１０号工事他合併請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和８年７

月３１日まで」を「契約締結の日の翌日から令和９年１０月２９日まで」に、契約金額

「５１３，７００，０００円」を「５１５，３４８，３８１円」に変更することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

 （提案理由） 

 工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第  ２４ 号 

   工事請負契約の締結について 

 鹿児島本線大野下・玉名間１６９ｋ３５２ｍ付近境川橋梁（仮称）新設工事について、

次のように請負契約を締結することとする。 

令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

１ 工 事 名 鹿児島本線大野下・玉名間１６９ｋ３５２ｍ付近境川橋梁（仮称）新

設工事 

２ 工 事 内 容 ボックスカルバート工 

３ 工 事 場 所 玉名市中地内 

４ 工 期 契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

５ 契 約 金 額 ６７０，１１４，０００円 

６ 契約の相手方 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２５番２１号 

         九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 古宮洋二 

７ 契 約 の 方 法 随意契約 

 （提案理由） 

 鹿児島本線大野下・玉名間１６９ｋ３５２ｍ付近境川橋梁（仮称）新設工事請負契約の 

締結について、議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和３９年熊本県条例第３０号） 

第２条の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２５ 号 

   工事請負契約の締結について 

 熊本工業高校実習棟（第四期）改築工事について、次のように請負契約を締結すること

とする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

１ 工 事 名 熊本工業高校実習棟（第四期）改築工事 

２ 工 事 内 容 (１)実習棟の改築 

             木造一部鉄筋コンクリート造、平屋建て、延べ面積１，５９

７平方メートル 

(２)中央渡り廊下の増築 

   木造、地上２階建て、延べ面積２１７平方メートル 

(３)その他渡り廊下の増築 

   鉄骨造、地上２階建て、建築面積９９平方メートル 

３ 工 事 場 所 熊本市中央区上京塚町５番１号地内 

４ 工     期 契約締結の日の翌日から令和９年３月１９日まで 

５ 契 約 金 額 ８４２，６００，０００円 

６ 契約の相手方 熊本市北区清水亀井町６番２６号 

 新規・小竹特定建設工事共同企業体 

 代表者 新規建設株式会社 代表取締役 規工川祐紀 

７ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

 （提案理由） 

 熊本工業高校実習棟（第四期）改築工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべ

き契約に関する条例（昭和３９年熊本県条例第３０号）第２条の規定により議会の議決を

経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２６ 号 

   工事請負契約の締結について 

 県庁行政棟新館・警察棟非常用発電設備改修工事他合併について、次のように請負契約

を締結することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

１ 工 事 名 県庁行政棟新館・警察棟非常用発電設備改修工事他合併 

２ 工 事 内 容 (１)非常用発電設備の更新 

  電圧６，６００ボルト、定格出力１，７５０キロボルトア

ンペア 

(２)オイルタンクの更新 

   容量１０，０００リットル 

３ 工 事 場 所 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号地内 

４ 工     期 契約締結の日の翌日から令和９年２月２６日まで 

５ 契 約 金 額 ７６６，３７０，０００円 

６ 契約の相手方 熊本市東区御領八丁目３番３８号 

 白鷺電気・不二電気建設工事共同企業体 

 代表者 白鷺電気工業株式会社 代表取締役社長 沼田幸広 

７ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

 （提案理由） 

 県庁行政棟新館・警察棟非常用発電設備改修工事他合併請負契約の締結について、議会

の議決に付すべき契約に関する条例（昭和３９年熊本県条例第３０号）第２条の規定によ

り議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２７ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和４年１２月熊本県議会定例会において議決された国道２６６号地域連携推進改築

（新大矢野トンネル）工事他合併請負契約のうち、契約金額「５，４３５，７０６，０１

２円」を「５，８０２，０２１，４５６円」に変更することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                        熊本県知事 木 村 敬    

 （提案理由） 

 工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２８ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和４年１２月熊本県議会定例会において議決された国道３８９号広域連携交付金（下

田南４号トンネル）工事他合併請負契約のうち、契約金額「１，８５９，３３４，７６３

円」を「１，９２３，９６８，７１０円」に変更することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

熊本県知事 木 村 敬    

 （提案理由） 

 工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ２９ 号 

   当せん金付証票の発売について   

  当せん金付証票法（昭和２３年法律第１４４号）第４条の規定により、令和８年度にお

いて当せん金付証票を次のとおり発売することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                                                熊本県知事 木 村 敬 

 発売総額  １１０億円以内 

  （提案理由） 

 当せん金付証票を発売するため、当せん金付証票法第４条の規定により議会の議決を経

る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ３０ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本県営有料駐車

場 

東京都千代田区神

田神保町二丁目４

番地 

 

日本パーキンググ

ループ 

代表者 日本パー

キング株式会社 

代表取締役 玉井 

克彦 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

熊本県営第二有料

駐車場 

（提案理由） 

 熊本県有料駐車場管理条例（昭和５４年熊本県条例第５２号）第８条第１項の規定に基

づき、熊本県営有料駐車場及び熊本県営第二有料駐車場の指定管理者を指定するに当たり、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を

経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ３１ 号 

指定管理者の指定について 

次のように指定管理者を指定することとする。 

令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本県天草ビジタ

ーセンター 

熊本市中央区帯山

三丁目８番４４号 

共同企業体祐和會 

代表者 株式会社 

三勢 代表取締役 

福原英喜 

令和８年４月１日か

ら令和１１年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本県ビジターセンター条例（平成６年熊本県条例第４１号）第８条第１項の規定に基

づき、熊本県天草ビジターセンターの指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ３２ 号 

指定管理者の指定について 

次のように指定管理者を指定することとする。 

令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本産業展示場 熊本市中央区山崎

町３０番地 

熊本産業文化振興

株式会社 

代表取締役 田嶋

明彦 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本産業展示場条例（平成８年熊本県条例第６５号）第１１条第１項の規定に基づき、 

熊本産業展示場の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ３３ 号 

指定管理者の指定について 

次のように指定管理者を指定することとする。 

令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本地震震災ミュ

ージアム中核拠点

施設 

阿蘇郡南阿蘇村久

石２８０７番地 

みなみあそ観光局 

・あそ望の郷共同

体 

代表者 一般社団

法人みなみあそ観

光局 

代表理事 丸野健

一郎 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本地震震災ミュージアム中核拠点施設条例（令和４年熊本県条例第３８号）第１３条

第１項の規定に基づき、熊本地震震災ミュージアム中核拠点施設の指定管理者を指定する

に当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ３４ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本県民総合運動

公園 

熊本市東区平山町

２７７６番地 

熊本県スポーツ振

興事業団・ミズノ

グループ 

代表者 一般財団

法人熊本県スポー

ツ振興事業団 理

事長 寺野愼吾 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本県都市公園条例（昭和５３年熊本県条例第９号）第１６条第１項の規定に基づき、

熊本県民総合運動公園の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ３５ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本県営八代運動

公園 

熊本市東区平山町

２７７６番地 

熊本県スポーツ振

興事業団・ミズノ

グループ 

代表者 一般財団

法人熊本県スポー

ツ振興事業団 理

事長 寺野愼吾 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本県都市公園条例（昭和５３年熊本県条例第９号）第１６条第１項の規定に基づき、

熊本県営八代運動公園の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ３６ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

藤崎台県営野球場 熊本市東区平山町

２７７６番地 

熊本県スポーツ振

興事業団・ミズノ

グループ 

代表者 一般財団

法人熊本県スポー

ツ振興事業団 理

事長 寺野愼吾 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 藤崎台県営野球場条例（昭和３５年熊本県条例第３６号）第１０条第１項の規定に基づ

き、藤崎台県営野球場の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ３７ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本武道館 熊本市中央区水前

寺五丁目２３番２

号熊本武道館内 

公益財団法人熊本

県武道振興会  

理事長 河津修司 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本武道館条例（昭和４６年熊本県条例第６２号）第１０条第１項の規定に基づき、熊

本武道館の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ３８ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本県立総合体育

館 

熊本市東区平山町

２７７６番地 

熊本県スポーツ振

興事業団・ミズノ

グループ 

代表者 一般財団

法人熊本県スポー

ツ振興事業団 理

事長 寺野愼吾 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本県立総合体育館条例（昭和５７年熊本県条例第３３号）第１０条第１項の規定に基

づき、熊本県立総合体育館の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ３９ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本県総合射撃場 熊本市東区平山町

２７７６番地 

熊本県スポーツ振

興事業団・ミズノ

グループ 

代表者 一般財団

法人熊本県スポー

ツ振興事業団 理

事長 寺野愼吾 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本県総合射撃場条例（平成１０年熊本県条例第２６号）第１０条第１項の規定に基づ

き、熊本県総合射撃場の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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第 ４０ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和７年１１月２８日提出 

                                                 熊本県知事  木 村 敬    

専第 ２０ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１１月１０日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年５月６日 

一般県道北外輪山大津線 

阿蘇市車帰地内 

穴ぼこ 

個 人 

（車両所有者） 

６２,９８４円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ４１ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和７年１１月２８日提出 

                                                 熊本県知事  木 村 敬    

専第 ２１ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１１月１０日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年５月２３日 

一般国道２１９号 

球磨郡球磨村大字神瀬地

内 

落石 

個 人 

（車両所有者） 

１２６,６４０円 

 

当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ４２ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和７年１１月２８日提出 

                                                 熊本県知事  木 村 敬    

専第 ２２ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１１月１０日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年６月１１日 

一般県道益城菊陽線 

上益城郡益城町大字宮園

地内 

穴ぼこ 

個 人 

（車両所有者） 

３,９７４円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ４３ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和７年１１月２８日提出 

                                                 熊本県知事  木 村 敬    

専第 ２３ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１１月１０日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年６月１５日 

一般国道４４２号 

阿蘇郡南小国町大字満願

寺地内 

穴ぼこ 

個 人 

（車両所有者） 

９,１８５円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ４４ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和７年１１月２８日提出 

                                                 熊本県知事  木 村 敬    

専第 ２４ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１１月１０日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年６月１６日 

主要地方道熊本益城大津

線 

上益城郡益城町大字小谷

地内 

穴ぼこ 

個 人 

（車両所有者） 

３,３００円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ４５ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和７年１１月２８日提出 

                                                 熊本県知事  木 村 敬    

専第 ２５ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１１月１０日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年６月１６日 

一般国道４４３号 

菊池郡大津町大字下町地

内 

落枝 

個 人 

（車両所有者） 

１８８,３８６円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ４６ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和７年１１月２８日提出 

                                                 熊本県知事  木 村 敬    

専第 ２６ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１１月１０日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年６月１９日 

主要地方道人吉水俣線 

球磨郡球磨村大字三ケ浦

地内 

落石 

個 人 

（車両所有者） 

４,６７５円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ４７ 号 

      専決処分の報告及び承認について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

    令和７年１１月２８日提出 

                                                 熊本県知事  木 村 敬    

専第 ２７ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、路線名等、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県

との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１１月１０日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

路 線 名 等 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年７月２５日 

一般国道３２５号 

菊池郡大津町大字室地内 

落枝 

個 人 

（車両所有者） 

１２６,０００円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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第 ４８ 号 

   専決処分の報告及び承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和７年１１月２８日提出 

熊本県知事 木 村 敬    

専第 １７ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次

のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１０月１７日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年７月１８日 

天草市本渡町地内 

落枝 

個 人 

（車両所有者） 

３３６，１９４円  当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 

個 人 

（車両所有者） 

３２３，１８８円 
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報告第 １ 号 

      専決処分の報告について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事 

件について、次のとおり報告する。 

    令和７年１１月２８日提出 

                                                 熊本県知事  木 村 敬    

専第 ３１ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日及び場所で発生した熊本県職員が運転する公用車による交通事故に関し、

和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１１月１７日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

発 生 場 所 

和解の相手方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年５月２１日 

球磨郡あさぎり町免田西

地内 

個 人 

（所有者） 

カーポート 

９６，８００円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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報告第 ２ 号 

      専決処分の報告について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事 

件について、次のとおり報告する。 

    令和７年１１月２８日提出 

                                                 熊本県知事  木 村 敬    

専第 ３０ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方の車両等と熊本県職員が運転する公用車

による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額を決定し、

和解することとする。 

  令和７年１１月１７日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

発 生 場 所 

和解の相手方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年８月１３日 

上天草市松島町合津地内 

上天草市 

(車両所有者) 

軽乗用車 

１１４，１６９円 当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 
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報告第 ３ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

専第 １９ 号 

   工事請負契約の変更について 

令和５年２月熊本県議会定例会において議決された竜北地区農村地域防災減災事業（湛

防）第１８号工事他合併請負契約のうち、契約金額「１，２１１，６９４，９２４円」を

「１，２５８，５４９，５１２円」に変更することとする。 

  令和７年１０月３１日専決 

                          熊本県知事 木 村 敬    
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報告第 ４ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

専第 １８ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和７年２月熊本県議会定例会において議決された津口・芝口一期地区水利施設等保全

高度化事業第４号工事請負契約のうち、契約金額「１，３０２，０４２，２３６円」を

「１，３０２，１２０，１６０円」に変更することとする。 

  令和７年１０月３１日専決 

                          熊本県知事 木 村 敬    

 

 



 

55 

 

報告第 ５ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和７年１１月２８日提出 

                         熊本県知事 木 村 敬 

専第 ２９ 号 

工事請負契約の変更について 

 令和５年６月熊本県議会定例会において議決された菊池川改修附帯菰田橋架替工事（上

部工）請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和８年２月２８日まで」を「契

約締結の日の翌日から令和８年３月３１日まで」に変更することとする。 

  令和７年１１月１３日専決 

                         熊本県知事 木 村 敬 
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報告第 ６ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和７年１１月２８日提出 

熊本県知事 木 村 敬    

専第 ２８ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方使用の車両等と熊本県警察職員が運転す

る公用車による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額

を決定し、和解することとする。 

  令和７年１１月１３日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

番

号 

発  生  日 

発 生 場 所 

和解の相手方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和解事項 

１ 

令和７年５月８日 

熊本市中央区帯山地内 
 

個 人 

（車両所有者） 

普通乗用車 

個 人 

（車両同乗者） 

１，８９７，６３８円 

 

 

１１３，５３０円 

  

当事者双

方は、今後

本件に関し

て、裁判上

又は裁判外

において一

切の異議及

び請求の申

立てをしな

いこと。 ２ 

令和７年６月１５日 

熊本市中央区黒髪地内 

個 人 

（車両所有者） 

普通乗用車 

２６，７３０円 

 

 

３ 

 

令和７年７月８日 

熊本市東区保田窪地内 

ひご・スマイル 

株式会社 

（所有者） 

縁石 

６０，０００円 

４ 

令和７年７月１６日 

荒尾市大島地内 

個 人 

（車両所有者） 

普通乗用車 

１１２，１９０円 
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